
2011年度 

日本体操祭の参加と登録の手続きについて 
 
 インターネット（情報通信網）の発展に伴い、2010年から web登録システムを採用しました。 
 
登録申請と参加手続きの流れ 
 
①日本体操祭参加申込み→②web登録案内送付→③代表者会議出席→④web登録・参加手続き→⑤体操祭当日 
 
登録の要点 
① 団体登録と個人登録が必要になります。 
② 個人登録では役員、選手、愛好者など複数種の登録であっても、積算はせず最も高い額
の登録料のみです。 

③ 団体登録には本協会が認定する「一般体操指導員」の資格を有する「指導者」が１名以
上登録していなければなりません。 
＊有資格の指導者がいない場合は本協会が主催する「一般体操指導員」講習（３日間）を受講し、今年度中に資格を取得してくだ

さい。詳しくは事務局までお問い合わせください。 
④ 昨年度に登録実績のある方は付与された個人 IDと設定したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが必要になります。 
個人登録のパターン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎登録料と参加料 
ⅰ）団体登録料・・・・2000（円／１チーム） 
ⅱ）個人登録料（単位：円／人） 

 
 
 

ⅲ）日本体操祭参加料（１プログラムにつき）（単位：円／人） 
 
 
 

＊平成２３年４月１日現在 ３歳以上 

区 分 乳児 幼児＊ 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者 
登録料 無料 500 500 500 700 1000 1000 2000 

区 分 乳児 幼児＊ 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者 
参加料 無料 800 800 800 800 1000 1000 1000 

一般体操愛好者の方 
所属する団体から（財）日本体操協会に直接登録します。 
重要複数の団体に所属しそれぞれから出場する方 

先に主たる所属団体の登録を完了させてください。その後、他の団体代表者にその旨を伝えて、参

加手続きをおこなってください。その際、個人の ID･ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを団体代表者に伝える必要があ
ります。  
 

加盟団体から登録がお済みの方 
日本体操祭の参加と登録では登録料は発生しません。団体代表者は固有の ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを聞き取っ
て参加手続きのみを行ってください。 
＊加盟団体とは各都道府県体操協会（連盟）（詳しくは本協会ＨＰ掲載の「登録規定」をご覧ください） 

（財）日本体操協会認定「一般体操指導員」の方 
個人で登録を行います。４月に個別に更新手続きの案内が郵送されます。この手続きをもって指導

者登録が完了します。 
日本体操祭の参加と登録では登録料は必要ありません。参加手続きのみを行ってください。その際、

個人の ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを団体代表者に伝える必要があります。 
４月に更新が完了されていない方 
日本体操祭の参加と登録で更新手続きを行ってください。あくまでも個人での別登録になります。 


